
7 8 3

https://tomoiku.mhlw.go.jp/

父親の仕事

仕
事
も
�

子
育
て
も
�

大
切
に
し
た
い
�

と育児

両立読本

令 和 7 年 度

WORK LIFE BALANCE GUIDE 



7

2

4

6

8

12

15

19

25

26

28

30

32

34

36

38

3

育休を理解する

育休を取得する

トモイクシート

企業側の取組も義務化！育休を取得しやすい環境づくりが進みます

1分でわかるトモイクプロジェクト

家庭内の家事・育児分担について話し合おう

40はじめに【 STEP 1 】

【 STEP 2 】

【 STEP 3 】

42現状の棚卸し ー 「毎日」を見える化しよう

44理想のカタチ探し ー 「私たちの最適解」を見つける

46曜日ごと用 ー 家事・育児分担表
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カスタマイズ用 ー 家事・育児分担表
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「共育（トモイク）プロジェクト」は、共働き・共育ての推進のため、 
一人で「仕事」や「家事・育児」を担ういわゆる “ワンオペ” の実態を変え、 

男女ともに誰もが希望に応じて仕事と家事・育児を両立し、
 「共に育てる」に取り組める社会を目指す、厚生労働省の広報事業です。

公式サイトも公開し、今後コンテンツを充実させていく予定です！　▶　

プロジェクト共育

育休を理解する

ト モ イ ク

ト モ イ ク

企業・職場風土の改善を促し、男性の家事・
育児参画・育児休業取得や働き方の見直し
を後押し。 職場や家庭での「ワンオペ」から
の脱却を目指し、社会全体の意識改革に取
り組む。

主な取組

共育プロジェクトとは？

誰もが無理なく育児と仕事の両立ができる
社会。希望する働き方・暮らし方を選べる
社会。

目指す姿

https://tomoiku.mhlw.go.jp/

6ページ

8ページ

12ページ

15ページ

19ページ

育児休業を取得したら、
家庭と仕事がさらにナイスバランスに！

ところで「育児休業」って
どんな制度だろう？ Q＆Aで知ろう！

産後パパ育休って、
通常の育児休業制度と何が違うの？

企業側の取組も義務化！
育休を取得しやすい環境づくりが進みます

実践的「育休」活用術
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先輩パパ、先輩ママ、上司が実感
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有期雇用社員の方は、申出時点で、子が1歳6か月を経過する日までに労働契約
期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合

2025年 2026年

は、法改正により育休開始日の規定が柔軟化され、2022年10月以降、途中交代が可能となっています。

が
交替

途中交替可能

され、
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（9ページのQ3および10ページのQ5をご参照ください。） 詳しくは12ページをご参照ください。



「パパ・ママ育休プラス」という特例の対象となった場合は、
休業期間を子どもが1歳2か月になるまでの間で１年間取得できます。
また、一定の要件を満たすと出生後休業支援給付金が支給されます。

給付率 80%
（手取り10割）

給付率67%

産後休業期間

給付率2/3 給付率50%
（出産手当金） （育児休業給付金）

育児休業開始

給付率
67%

給付率67%

（育児休業給付金）

（180-27 日）

給付率50%
（育児休業給付金）（育児休業給付金）

152日

13%

13%

であり、 に該当する場合で、

都道府県労働局雇用環境・均等部 (室 )の所在地などは50ページ掲載のURLから調べることができます。
対面もしくは電話にて相談を受け付けています。

【出典】厚生労働省「雇用均等基本調査」

詳しくは、厚生労働省育児休業制度特設サイト (https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/plus/) をご覧ください。

夫婦ともに育休をとり、一定の要件を満たすことで「パパ・ママ育休プラス」という特例の対象になった場合は、
休業期間を子どもが１歳２か月になるまで延ばすことができます。　また、2025 年４月からは、出生後休業
支援給付金として、両親がともに、子の出生直後の一定期間　 に、14 日以上の育児休業を取得する場合、
28日間を限定として、育児休業給付に上乗せして休業開始前賃金の13%が支給されるようになりました。
※1  父・母それぞれが取得できる休業期間（父親は出生時育児休業、母親は出生日と産後休業期間を含む）の上限は１年間です。
※2  父親はこの出生後８週間以内、母親は産後休業終了後８週間以内（子の出生後16週間以内）

※1

※2

なお、１か月ごとの給付金は、休業開始時から180日目まで　   は賃金の67%、それ以降は賃金の50%です。 　また、Q5で紹介
したように、両親がともに、育児休業を取得し、育児休業給付に上乗せして休業開始前賃金の 13% が出生後休業支援給付金とし
て支給されると、給付率は 80%（手取り10 割相当）となります。（※要件等は Q5 をご覧ください。）このほか、育児休業中の経
済的支援として社会保険（健康保険・厚生年金保険）の保険料が免除され、保険料が納付されたものとして取り扱われます。

※3 ※4

積極的に子育てをしたいという男性の希望を実現するとともに、パートナーである女性側に偏
りがちな育児や家事の分担を夫婦で分かち合うことで、女性の出産意欲や継続就業の促進にも
つながります。一人ひとりの生き方や子育て期などの人生の各段階に応じて男女ともに多様な
働き方の選択を可能とする社会とすることが、人々の希望の実現となるとともに、企業や社会全
体の明日への投資であり、活力の維持につながります。そのための環境整備の一環として、育児
休業制度などの充実をはかり、男女ともに育休取得の希望の実現を目指しています。

育児休業取得率は、女性は８割台で推移
しています。一方、男性の取得率は上昇傾
向にあるものの、女性と比較すると低い
状況にあります。令和６年度の「雇用均等
基本調査」によると、男性の育児休業取得
率は40.5%となりました。

希望に応じて男女ともに仕事と育児を両立できるようにするためです。

令和６年度では男性の育児休業取得率が 40.5%となりました。

男性の育児休業取得率

10 11

（9ページのQ3および10ページのQ5をご参照ください。）

（8ページのQ1参照）
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出生時
退院時等

さらに
もう1回

夫婦が育児休業を交替できる
回数が増える

産休 育児休業

育児休業休 休 育児休業

育児休業

休業中に一部就業可能

産後パパ育休 育児休業

分割して
2回取得可能

夫婦ともに分割して
2回取得可能

産後パパ育休って、通常の産後パパ育休って、通常の 育児休業制度と何が違うの？育児休業制度と何が違うの？
子どもが産まれた直後の時期に

柔軟に育児休業が取得できる制度です。

取得時期・期間

取得の申出期限

分割取得可否

育休中の就業

産後パパ育休や、育休の分割取得により、育休取得のパターンが豊富になり、それぞれの家庭の事情や生活にあった
取得がしやすくなりました。
ぜひ家族で話し合って、自分に合った育休の取得パターンを見つけてください。

8ページからのQ&Aで説明した育休制度に追加して、子どもが産まれた直後の時期に、柔軟に育児休業を取得できる
よう、以下のような制度（産後パパ育休）もあります。

※ 雇用環境の整備などについて、法を上回る取組の実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとしてよいこと
　 とされています。

育休を取ることで職場に迷惑を掛けるのでは、育休中に自分の業務をちゃんと進めてもらえるか心配だと育休取得をた
めらっているあなた！通常の育児休業では、原則として不可だった就業が、産後パパ育休中は以下の条件の下で一部就
業が可能です。長期の育休取得に不安がある方は、まずは産後パパ育休で短期間の休業を試してみましょう。

● 産後パパ育休中の就業に関する労使協定を締結している場合
● 就業日数等の上限の範囲内（産後パパ育休期間中の所定労働日・所定労働時間の半分、休業開始・終了予定日を
　就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満）
● 産後パパ育休の開始予定日前日までに、休業期間中に就業する日等を調整し、労働者と事業主の間で合意している場合

産後パパ育休中に就業することを希望する場合は、まずは会社の担当部署に相談してください。

産後パパ育休中は就業が可能に！
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別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した場合で、新たな休業が対
象の子または家族の死亡等で終了した場合

育児休業の申し出対象である 1歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、婚姻の解消でその子と同居しないこ
ととなった等の理由で、養育することができなくなった場合

育児休業の申し出対象である 1歳未満の子が、負傷、疾病等により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態
になった場合

育児休業の申し出対象である 1歳未満の子について、保育所等での保育利用を希望し、申し込みを行っているが、当面
その実施が行われない場合

育児休業中に出向（出向解除を含む。）となった雇用保険被保険者が、1日の空白もなく雇用保険被保険者資格を取得
しており、引き続き育児休業をする場合

Ⅰ. 

Ⅱ. 

Ⅲ. 

Ⅳ. 

Ⅴ. 

育児休業給付及び出生後休業支援給付に関すること

交替 交替

づけられています。

づけられています。

づけられています。

【2022年 10月 1日施行】

14 15

10ページのQ6



勤務時間帯・勤務地に係る調整、業務量の調整、両立支援制度等の利用期間等の見直し、労働条件の見直しなど

①勤務時間帯（始業及び終業の時刻）　②勤務地（就業の場所）
③両立支援制度等の利用期間　　　　  ④仕事と育児の両立に資する就業の条件（業務量、労働条件の見直し等）

妊娠・出産を申し出た従業員に対する個別の意向聴取・配慮

【聴取事項】

【配慮の取組例】

労働者が本人または配偶者が妊娠・出産したことを申し出たときと、労働者の子が３歳になるまでの適切な時
期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する「勤務時間帯や勤務地、両立支援制度等の利用期
間、労働条件の見直し等」について、労働者の意向を個別に聴取すること、並びに聴取した意向への配慮が義
務づけられています。

状況の公表が義務づけられています。300 【2025 年 4月 1日施行】

【2025 年 10月 1日施行】

制度利用者に
育児・家事負担が
集中しがち

「育児休業制度」の
個別周知・意向確認

個別の意向聴取と配慮 個別の意向聴取と配慮

「柔軟な働き方を実現するための措置」の
個別周知・意向確認

例1
時短勤務（2H短縮）

通常出勤

出勤

出勤

勤務6H

勤務8H

退勤

退勤残業

出勤

出勤

出勤

勤務8H

勤務8H

退勤

退勤

勤務8H 退勤

勤務6H

勤務6H

休暇2H

テレワーク8H

退勤

出勤

出勤

退勤

時差出勤＋残業免除

残業免除

フレックスタイム制

テレワーク

フレックスタイム制

休暇

例2

例3

例4

●面談（オンライン面談も可）　　●FAX
●書面交付                         　　 ●電子メール　のいずれか ( 注 )FAX、電子メールは労働者が希望した場合のみ

【個別周知・意向確認の方法】

●労働者の子の３歳の誕生日の１か月前までの１年間
　（１歳 11か月に達する日の翌々日から２歳 11か月に達する日の翌日まで）

【周知時期】

①事業主が選択した対象措置（２つ以上）の内容　　②対象措置の申出先
②所定外労働の制限（残業免除）に関する制度、時間外労働・深夜業の制限に関する制度

【周知事項】

柔軟な働き方を実現するための措置 個別の周知・意向確認等が行われるタイミング

柔軟な働き方を実現するための措置を活用した
仕事と育児・家事の両立イメージ（共働き・共育て）

出生

時短勤務のみの場合

さまざまな制度を組み合わせることで、次のような働き方や育児・家事分担も可能に！

就学

労働者からの
妊娠・出産等の申出時

3歳になるまでの
適切な時期

3歳

事業主は、３歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、職場のニーズを把握した上で、次の５つの
中から２つ以上の措置を選択して講じなければなりません。

対象措置の利用を控えさせるような形での個別周知・意向確認は認められません。

また、３歳に満たない子を養育する労働者に対して、子が３歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働
き方を実現するための措置として、上記で選択した制度（以下、「対象措置」という）に関する以下の周知事
項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

【2025年 10月 1日施行】

①始業時刻等の変更（フレックスタイム制、時差出勤の制度）
②テレワーク等（10日以上 /月）
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇（養育両立支援休暇）の付与（10日以上 /年）
⑤短時間勤務制度（１日の所定労働時間を原則６時間とする措置を含む）

16 17

8：30 17：15

1歳11か月 2歳11か月



社内での問題解決が難しい場合は、事業所を所管する都道府県労働局雇用環境・均等部 (室 )へ相談してください。匿名でも大丈夫で
すので、お気軽にご相談ください。(50ページ参照 ) また、妻が上司・同僚からの職場における育児休業・介護休業等・妊娠・出産等
に関するハラスメントを受けている場合も、ご相談ください。夫もしくは妻のどちらかだけでお越しいただいても構いません。労働局
が事業主と労働者との間に入って、トラブルを解決する制度もあります。

職場における妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理
上講ずべき措置が、育児・介護休業法及び男女雇用機会均等法により定められています。以下の措置は、業種・
規模に関わらず、すべての事業主に義務づけられています。

限られた時間で効率的に働くように

2人

育児には夫婦で話し合うことが大切

P.20 P.22

1. 事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること
2. 相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
3. 相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講ずること
4. 相談者等のプライバシーを保護し、相談したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、周知・啓発すること
5.業務体制の整備など、職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するために必要な措置を講ずること

職場の上司や同僚などが、育児休業制度などの利用を理由に「解雇や不利益取扱いの対象となること」
をそれとなく示す言動や、制度などの利用を阻害したり、育休取得などを理由に嫌がらせ等をする言動
のことです。

18 19



育休を取得して知った、
育児の大変さと妻の苦労

妻の本音を知り、長期育休の取得を決意
　第一子の出産前、夫婦で育休取得について話し合いました。妻は、育休は１年取得した
のち職場復帰したいと希望しており、私は女性だけが育児をする時代ではないとは理解
していたものの、夫婦共に育休を取得して育児をするのは非効率だと思い、また収入も
少なくなるため、育休は片方が取得すればよいと考えていました。結果として、出産直後
は５日間のみ休みを取得し、長期の育休は取得しませんでした。
　その後、妻の職場復帰が近づいた時期に、改めて夫婦で育休について話し合うと、妻か
ら「本当は出産直後に長期で育休を取得して欲しかった」と本音を明かされました。私と
しては５日間の育休で十分だと思っていましたが、そうではなかったことをその時初め
て知りました。代わりと言っては何ですが、妻にスムーズに職場復帰してもらうため、妻
の職場復帰のタイミングに合わせて2か月の育休を取得することに決めました。
　育休の取得に関して上司・先輩に相談したところ、皆さんに快く受け入れていただく
ことができました。職場は子持ちの方が多いため、元々、否定的には言われないだろうな
という安心感もありました。もし否定的な反応をされそうな方の下であれば、育休を取
らなかったかもしれません。
　引継ぎでは、「後から読んで分かる」資料をつくりました。引継ぎ先のメンバーには口
頭でも説明しているものの、育休期間中に業務の詳細が分からなくなってしまっては困
るため、詳細が分かるような資料を残しました。作成に時間はかかりましたが、準備期間
を３か月と長めにとったため、こつこつと準備することができました。

育児を通して妻の苦労を理解
　育休中、一人で子育てすることがいかに大変なことか身に染みて感じました。育休取
得時期はつかまり立ちをし始めた段階ということもあり、少しも目を離せません。目を
離すと、転んで頭をぶつけて泣きますし、離れようとすると、離れたくないと泣き出しま
す。これは一例ですが、産後の妻にこんな大変なことしてもらっていたのか、と申し訳な
くなり、出産直後にも長期で育休をとれば良かったと後悔しました。育休を通してやっ
と育児の大変さを理解できたことから、妻とも対等に話せるようになり、夫婦仲がより
良好なものになったと思います。

育休中に育休明けの家事・育児について検討
　育休から復帰した後の家事・育児の分担について、育休中に妻と相談したところ、お互
いの考えが見えてきました。例えば、妻はキッチンに立つのがとにかく好きで、料理は全
く苦にならないどころか、むしろリラックスできるとのこと。私も離乳食作りや家族の
料理作りをもっとできるようになろうか、分担しようかと提案しましたが、それであれ
ば、料理中に子どもに絵本を読み聞かせたり、身体を動かす遊びをしてあげてほしいと
言われました。以前は、共働きなら全ての家事・育児を半々にする「べき」と考えていまし
たが、そうではなく、夫婦の適性を考慮し、適材適所とすることが大事だと学びました。
　また、育児ではベビーシッターサービスを定期的に利用しています。なお、必要になっ
てからでは情報を収集する余裕がないと考え、育休中から準備し、複数利用してみて合
うかどうかを判断しました。娘は人見知りだったこともあり、早めに複数のサービスを
試してみて良かったです。

育休を経て得られたもの
　仕事に復帰した後も、夜は家族で過ごすと決め、毎日子どもの食事の時間に帰れるよ
うに仕事を切り上げています。そのために、業務が遅れてチームメンバーが困るような
ものは最優先に取り組み、私が早めに帰宅しても問題が起こらないようにしています。
また、仕事が立て込むような場合は、残業するのではなく、早朝に仕事をする等で、業務
に支障をきたさないように工夫をしています。このように、育児との両立を目指して働
く中で、限られた時間の中で成果を出すタイムマネジメント能力や計画性が向上したよ
うに思います。
　男性は仕事、女性は家事・育児という時代ではなくなってきたからこそ、夫婦で、お互
いどう生きたいのかをよく話し合い、お互い尊重し合うことがとても重要だと思いま
す。それには夫婦が同じ目線に立つことが肝要ですが、私自身、育休を取得し、育児の大
変さと妻の苦労を知ったことで、ようやくそのスタート地点に立てたと感じています。
男性のみなさんにはぜひ育休の取得をお勧めします。

山口 雅史さん
株式会社デンソー
【家族構成】妻（会社員）、第一子（2 年 2 ヶ月の女児）、第二子（10 ヶ月の男児）

育児には夫婦で
話し合うことが大切

※2023年9月時点
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育児には仕事と同等の労力や時間が必要
　すでに育児をしている友人や先輩の話を聞いたり、育児に奮闘する人のブログ記事や
メディアの取材記事などを見ていて、そもそも育児には仕事と同じかそれ以上の労力や
時間が必要だという認識がありました。「産後クライシス」という言葉があるように、産
後の妻の体力が回復していない時期に育児と家事に積極的に参加しないことは、その後
の夫婦生活や家族生活においても望ましくないと思っていたのです。また、当社は社長
自ら1ヶ月の育休を取っており、会社としても男性の育休取得を推奨しています。全社
ミーティングにて、外部講師の方から男性の育休取得について話を聞く機会もあり、改
めて自分自身が育休を取得することを考えるようになりました。

特例で入社1年未満での育休取得へ
　私は転職したてで、結果的に入社1年未満での育休取得となりました。勤務実績が十分
にないこともあり、社内規定上は取得できません。そこで入社後の早い段階で会社に相
談し、前職との合算で勤務実績を見て取得できるように調整いただきました。本当に取
得できるか分からなかったので、そこが早い段階でクリアになったのは良かったです。
上司には、取得の3ヶ月くらい前に相談し、すぐにOKをいただけたので、その後の不安は
ありませんでした。期間的には、業務のことも考えて2週間取ることにしましたが、社長
から「もっと長い期間取りなよ」という言葉を掛けられ、率直に安心し、その気遣いが嬉
しかったです。
　業務については、チーム内で時間を取ってもらい、取得の1ヶ月前から徐々に調整して
いきました。定常業務は、ビジネス用チャットツールの予約投稿などで、引き継いだ人に
リマインドもできるように仕組みを整えておきました。育休中は引き継いだ業務が気に
なることもありましたが、チャットツールの通知はオフにし、メールも見ないと決めて
そこは割り切るようにしました。業務の引き継ぎについては、後日同僚から「引き継ぎ対
応が丁寧で良かった」と言ってもらえてホッとしました。

心身ともに健康な状態で子育てをスタート
　育休中は、なんと言っても子供の成長を間近に見られることが良かったです。動くも
のを目で追いかけたり、物をつかむような動きができるようになったりと、この時期の
こどもは毎日できることが増えていきます。おそらく仕事をしていたら見られなかった
であろうそんな瞬間を、じっくりと見れたことは本当に良かったです。また、保育園の入
園申請のために役所に行ったり、私が子供を見ることで妻が数時間外出してリフレッ
シュする時間を取れたりと、父親が育休を取得したからこそできることをやっていまし
た。育休によって夫婦二人で育児ができたお陰で、心身ともに健康な状態で子育てをス
タートできたことは大きかったです。

復帰後も残業は減らそうという意識に
　正直に言ってしまうと、わずか2週間の育休でできたことは、赤ちゃん中心の生活リズムに慣
れることだけでした。自分が戦力になる前に、あっという間に育休が終わってしまったという感
覚です。ただ、この育休を通して、復帰後のことを見通しながら生活リズムを整えたり、夫婦間で
相談しながらいろいろな役割分担を決めていくことができたのは、とても良い時間になりまし
た。夫婦としてのチームワークが良くなったと思います。また、こどもが産まれてからは、夕方の
時間帯がこれまでにないほど忙しくなりました。そのため、育休復帰後も残業は減らそうという
意識に自然と変わっていきました。
　育休を取ることで業務に穴を開けることへの不安は確かにありますが、早い段階で相談してお
くことで、ある程度調整ができます。引き継いでくれた同じ部署のメンバーには感謝しています
し、同じように他のメンバーが今後育休を取ることになったら、しっかりサポートしていきたい
と思っています。自分にとっては、会社も家庭もどちらも大事なチームです。これから育休を取る
方は、会社というチームにいつか恩返しすることを思いながら、まずは身近な家庭というチーム
で、パートナーやこどもと良い関係を築いていただきたいです。

育休中に復帰後の生活リズムが整い
夫婦としてのチームワークも良くなった
柳田 友一さん
石井食品株式会社　ダイレクトイシイ
【家族構成】妻（会社員）、子ども（1 歳 2 ヶ月男児）

限られた時間で効率的に
働くように

※2023年1月時点
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育休を取得する
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25ページ

26ページ

28ページ

30ページ

32ページ

34ページ

36ページ

38ページ

会社や職場で理解を得るための心得 7箇条

育児休業取得の手続きと段取りを確認しよう

企業版両親学級に参加しよう

両立支援や妻の母性保護に関わる
主な制度を確認しよう

子どもが小学校に就学するまでの
父親の関わり方をイメージしよう

育休業をとるタイミングと期間を考えよう

家庭内の家事・育児分担について話し合おう

育児休業後の夫婦の
ワーク・ライフ・バランスを考えておこう

1

2

3

4
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〇出生時育児休業は「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書」、育児休業
　は「育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金／出生後休業支援給付金支給申請書」※に記入し、勤務先に提出

育児休業給付受給資格確認票・
出生時育児休業給付金／出生後
休業支援給付金支給申請書や、
育児休業給付受給資格確認票・
（初回）育児休業給付金／出生
後休業支援給付金支給申請書

出生時育児休業給付金は、休業を2回に分
割して取得した場合は、1回に申請をまとめ
て行い、初回以降の育児休業給付金の申請
は原則として2か月に1回行います。基本
的には勤務先が手続きを行います。

「出生時育児休業給付金支給決定通知
書」又は「育児休業給付金支給決定
通知書」及び「（次回申請用）育児休
業給付金・出生後休業支援給付金支
給申請書」が交付されます。また、
出生後休業支援給付金の受給資格が
認められると「出生後休業支援給付
金支給決定通知書」が交付されます。

下の表を記入して、スケジュールを可視化してみましょう下の表を記入して、スケジュールを可視化してみましょう

会社に 26ページに記載の「(出生時 ) 育児休業申出書」などの所定様式がない場合は、厚生労働省
ホームページよりダウンロードすることも可能です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000357926.doc
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/05.pdf
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企業版両親学級の内容 企業版両親学級の受講対象者

妊娠・出産・育児期の従業員とその配偶者やパートナーを対象として、「働きな
がら親になること」への理解を深め、家族や職場の人と共に備えてもらうために、
企業が主体となって実施する学びの場

●妊娠・出産・育児期を見据え、働き方や
　今後のライフキャリアを考える

●育休取得から復職までの流れや課題を把握し、
　不安を解消するとともに円滑な両立を支えるための学び

●本人・家族・職場が共に備え、
　互いにサポートし合う方法を検討する　など

●これから妊娠・出産を迎える従業員

●育休取得を検討中の従業員

●育休からの復職を予定している、あるいは復職直後の従業員

●上記従業員の配偶者やパートナー

●メンバーの育休取得や両立を支援する立場にある管理職　など

●妊娠・出産・育児期の変化や育休取得の重要性を理解し、今後のライフキャリアを考えるきっかけになる。

●育休取得から復職までの不安への対応を学び、両立への見通しを持つことができる。

●希望や不安を家族や職場と事前に共有し、支え合える関係を整えることができる。

●仕事と家庭を両立させるために育児の大切さを理解し、
　子育てを夫婦やパートナー同士で協力して行うことの大切さを学ぶことができる。

企業が開催する両親学級に参加することには、さまざまなメリットがあります。

育休を単なる休みではなく、その後の長い「共育
て・仕事との両立」を円滑にスタートさせるための
戦略的な「手段」として活用方法を解説。

育休を「私たちらしい家族の形を作るスタート」と
捉え 、リスク対策と「I・YOU・WE」の視点による対
話で、育児とキャリアを両立する土台作りについ
て解説。

男性育休を「仕事と家庭の両立」に向けた戦略的
な準備期間とし、夫婦の認識のズレを解消し、持
続可能なチームとして家庭を運営するための思
考法と具体策を解説。

家事の効率化や戦略的なタスク削減、夫婦間の対
話を可視化することで、持続可能な「共育て」の協
力体制を構築するための実践的な方法を解説。

夫から父への変化／育休の「意味」／
育休取得の「コツ」

起きやすい４大リスクとその対策／
共育てコミュニケーションのポイント

復職後のすれ違い／健康や睡眠の大切さ／
両立の３Steps

「時間」の作り方と使い方／
「家事・育児の協力体制の構築方法」

妊娠期
1.

2.

3.

4.

復職期

共育プロジェクトでも、企業版両親学級で扱うことが想定
される内容をまとめた資料や動画をご用意しています。例
えば、育児休業の意味や取得のコツ、夫婦のコミュニケー
ションの考え方、家庭内の最適な協力体制を築く方法など、
仕事と家庭を両立するための知識や視点を身につけられる
内容となっています。

https://tomoiku.mhlw.go.jp/company/childbirth-class/
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　労働者は、その事業主に申し出ることにより、育児休業
（産後パパ育休を含む）を取得することができます。会社
に制度がなくても、育児休業を取得するための要件を満
たしていれば、育児休業を取得することができます。また、
妻が専業主婦や育児休業中でも取得することができま
す。（詳しくは8ページから13ページを参照）

　小学校3年生修了までの子を養育する労働者は、その
事業主に申し出ることにより、1年に5日（子が2人以上の
場合は1年に10日）まで、年次有給休暇とは別に病気・け
がをした子の看病や予防接種等を子に受けさせるため、
学級閉鎖等による子の世話、入園（入学）式、卒園式に参
加するために休暇を取得することができます。時間単位で
の取得が可能です。

　事業主は、小学校就学前の子を養育する労働者が請
求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させ
てはなりません。

　事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者が利用
できる短時間勤務（原則として1日6時間）やテレワークの
措置を設けなければなりません。

　年次有給休暇は、週所定労働日数や週所定労働時間数に応じて付与されます。年次有給休暇
の取得は原則として1日単位ですが、会社と労働組合が労使協定を結ぶことで、年5日の範囲内で時
間単位での取得が可能となります。

第1項）

（２）子の看護等休暇（法16条の2、16条の3）

　事業主は、３歳から小学校就学前までの子を養育する
労働者に関して、職場のニーズを把握した上で、次の①～⑤
から２つ以上の措置を選択して講じなければなりません。

①始業時刻等の変更
②テレワーク等の措置（10日以上/月）
③保育施設の設置運営等
④養育両立支援休暇の付与（10日以上/年）
⑤短時間勤務制度

〇その他にも、子や家庭の事情に応じた仕事と育児の両
立に関する意向の個別聴取・配慮(法21条第2項,第3項、
法23条の3第6項)や配置についての配慮(法26条)など
が法律に定められています。

柔軟な働き方を実現するための措置（法23条の３）

（３）所定外労働の制限（残業免除）

（１）育児休業、産後パパ育休制度（法５～９条の６）
　使用者は、6週間（双子以上の場合は14週間）以内に出
産する予定の女性が請求した場合、就業させてはいけま
せん。出産の翌日から8週間を経過しない女性を就業させ
てはいけません。ただし、産後6週間を経過後に、本人が
請求し、医師が認めた場合は勤務させることができます。

（１）産前産後休業（法65条第1項、第2項）

　使用者は、妊産婦（妊娠中及び産後1年を経過しない女
性のこと。）等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就か
せることはできません。

（3）妊産婦等の危険有害業務の就業制限（法64条の3）

　使用者は、変形労働時間制が適用される場合であって
も、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定労
働時間を超えて労働させることはできません。

（4）妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限
　 （法66条第1項）

　使用者は、妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせ
てはいけません。

（6）妊産婦に対する深夜業の制限
　 （法66条第3項）

　使用者は、妊産婦が請求した場合には、時間外労働ま
たは休日労働をさせてはいけません。

（5）妊産婦に対する時間外労働・休日労働の制限
　 （法66条第2項）

　1歳に満たない子を育てる女性は、1日2回少なくとも30
分ずつ育児時間を請求することができます。請求があった
場合、使用者は育児時間中に働かせることができません。

（7）育児時間（法67条）

　使用者は、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽
易な業務に転換させなければなりません。

（2）妊婦の軽易業務転換（法65条第3項）
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父親が育児休業を取得する場合、どのようなタイミングで、どのくらいの期間とるか、
それぞれの家庭の事情や会社の制度等を勘案して検討する必要があります。
「なぜ、育児休業を取得したいのか」「どんなふうに家事・育児を分担するのか」
「今後の妻のキャリアをどう考えるのか」など夫婦で話し合ってみてください。

育休をとりたいタイミングと期間は、次の５つのどれに近いですか？

育児休業に入る前に、夫婦の家事・育児分担
の現状を把握し、最適な協力体制について
話し合うことが重要です。

次のページで
役立つツールをご紹介します。
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家庭内の家事・育児分担について話し合おう家庭内の家事・育児分担について話し合おう

このツールのポイント

トモイクシートとは

育児休業に入る前から、パートナーとの最適な協力体制について話し合いをすることで、
「休業中はどのように過ごすか」「どう分担するのがスムーズか」などの迷いが解消され、
安心して育児をスタートすることができます。

私たちにとっての最適な協力体制を作ることを目的とし、大切な人との対話を通じて、
それぞれの家事・育児の分担をみつけ、形にしていくためのツールです。

最適な協力体制をつくるための「前提」を揃える。

家事・育児の実務を「誰がどのくらい担っているか」や
「心の負担度」を見える化する。
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hhttps://tomoiku.mhlw.go.jp/tomoikusheet/

▶
トモイクシートは、
こちらからダウンロード！

●現状の把握が可能

STEP 1 目指す家庭像の共有と対話

STEP 2 現状の棚卸し

STEP 3 理想のカタチ探し

家事や育児の具体的な作業だけでなく、見えにくい「心の負担」も可視化できます。

どのような家庭を築きたいか、仕事と家庭を含めたお互いのキャリアについて話し合います。
「どんな家庭を築きたいですか？」の欄に話し合った理想の家庭像を記入してみましょう。
（41ページの「【STEP1】はじめに」を参照）

「私たちの最適解」を見つける。

お互いが分担している家事・育児について話し合って、
理想の担当割合を見つけましょう。
この対話が一度きりで終わらないように、
次回の対話をいつにするか決めておきましょう。

STEP2 の内容を踏まえて、各家事・育児項目の理想の分担割合に○をつけます。

●負担が大きいものは減らしたり、やめたりできないか考えてみましょう
●外注や第三者のサポートについても考えてみましょう
●家事・育児のこだわりポイントやここまでやってもらえると助かることなどのメモを書きましょう
　（44～ 45ページの「【STEP3】理想のカタチ探し ー 「私たちの最適解」を見つける」を参照）

ほかにも

・曜日ごとの具体的な分担を考えたい方
・家事・育児リストをカスタマイズしたい方

のための家事・育児分担表があります。

① 各家事・育児項目について、自分とパートナーの現在の負担割合を記入する
② 各項目において、精神的に負担を感じているものにチェックを入れる
③ お互いが記入した「分担率」を比較し、認識のズレがないか確認する
④ 負担が大きい項目や認識がずれている項目を中心に、今後の分担を話し合う
　 （42～ 43ページの「【STEP2】現状の棚卸し ー 「毎日」を見える化しよう」を参照）

●3つのステップで完結
「目指す家庭像の共有と対話」「現状の棚卸し」「理想のカタチ探し」といった明確な流れで話し合いを進められます。

●納得できる解決策
単なる役割分担の決定にとどまらず、お互いのキャリアや家庭のあり方を踏まえた「私たちの最適解」を見つけられます。　
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（各制度の説明は 30～31ページを参照）

所定外労働の制限（残業免除）

所定外労働の制限（残業免除）

子の看護等休暇

子の看護等休暇

柔軟な働き方を
実現するための措置

措置の名称
措置の内容

措置の名称
措置の内容

柔軟な働き方を
実現するための措置
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「こどもを事故から守る！ 事故防止ポータル」「こどもを事故から守る！ 事故防止ポータル」

子どもの事故防止に関する注意ポイントなど、様 な々情報を発信しているこども家庭庁のポータルサイトです。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety-actions/

こども家庭庁「子ども・子育て支援制度」こども家庭庁「子ども・子育て支援制度」
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/

https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/sankyu-papa/
こども家庭庁　さんきゅうパパプロジェクトこども家庭庁　さんきゅうパパプロジェクト

配偶者の出産直後に男性が休暇を取得し、家族との時間を過ごすことで、父親であることを実感し、これ
までの働き方や生活を振り返り、出産後の育児や家事を考える機会とする提案を行っています。

女性労働者や企業のご担当者の方に、妊娠・出産等に関する法律・制度や相談を含む女性の健康に
関する情報を紹介しています。

「働く女性の心とからだの応援サイト」「働く女性の心とからだの応援サイト」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hokenjo/index.html
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